
ⅩⅦ．琵琶湖流域下水道協議会
　滋賀県および関係 19 市町は、平成 25 年８月 30 日、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条
の２の２第１項の規定に基づく「琵琶湖流域下水道協議会」( 以下「協議会」という。) を設置しました。

１．協議会設置の目的　
　滋賀県が実施する琵琶湖流域下水道事業および流域関係市町が実施する関連公共下水道事業の円滑
かつ効率的な推進を図るため、県および 19 市町が共同して「琵琶湖流域下水道事業の運営計画を策定」
するとともに、「相互に連絡調整を行う」ことを目的に、協議会を設置したものです。

２．協議会で協議する事項
（１）各年次の運営計画
　各年次の建設（改築、修繕を含む）、施設運営等の基本的な考え方について県と市町の合意を図ります。
（２）連絡調整事項
　流域別下水道整備総合計画、各処理区の経営計画の策定方針等について調整を行います。

ⅩⅧ．下水道事業執行体制
１．県の機構（令和 3 年 4 月 1 日現在）
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南部流域下水道事務所

総務係・計画調整係・

 湖南中部施設管理係

 〒

 草津市矢橋町字帰帆
 

  

琵琶湖環境部 下 水 道 課
 湖西施設管理係

総務調整係 〒

  大津市苗鹿三丁目

 
  

企画係

  北部流域下水道事務所

 総務係・施設整備係

 管渠係・東北部施設管理係

 〒
 彦根市松原町

  滋賀県庁  

  〒 アドレス
  

  大津市京町四丁目
 高島施設管理係

 〒
 高島市今津町今津
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公共下水道係

  

施設管理・建設係

 

施設整備係・ 

経営管理係 
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２．　市町の組織

　（南部流域下水道事務所管内）

市 町 名 部 名 課 名 電 話 番 号 番 号 ＨＰアドレス

下 水 道 施 設 課

水 再 生 セ ン タ ー

お 客 様 設 備 課

下 水 道 整 備 課

近 江 八 幡 市 水 道 事 業 所 上 下 水 道 課

上 下 水 道 総 務 課

上 下 水 道 施 設 課

給 排 水 課

建 設 部 河 川 課

施 設 工 務 課

経 営 総 務 課

都 市 経 済 部 道 路 河 川 課

栗 東 市 上下水道事業所 上 下 水 道 課

上 下 水 道 総 務 課

下 水 道 課

建 設 部 建 設 事 業 課

み ず 事 業 所 上 下 水 道 課

都 市 建 設 部 道 路 河 川 課

湖 南 市 上下水道事業所 上 下 水 道 課

東 近 江 市 水 道 部 下 水 道 課

日 野 町 上 下 水 道 課

竜 王 町 上 下 水 道 課

　（北部流域下水道事務所管内）

市 町 名 部 名 課 名 電 話 番 号 番 号 ＨＰアドレス

上 下 水 道 総 務 課

上 下 水 道 業 務 課

下 水 道 建 設 課

都 市 建 設 部 道 路 河 川 課

下 水 道 総 務 課

下 水 道 施 設 課

上 下 水 道 課

建 設 課

東 近 江 市 水 道 部 下 水 道 課

愛 荘 町 建 設 ・ 下 水 道 課

豊 郷 町 産 業 建 設 部 門 上 下 水 道 課

甲 良 町 建 設 水 道 課

多 賀 町 地 域 整 備 課

高 島 市 都 市 整 備 部 上 下 水 道 課

上 下 水 道 部
甲 賀 市

上 下 水 道 部

大 津 市 企 業 局

草 津 市

守 山 市
上下水道事業所

米 原 市 ま ち 整 備 部

野 洲 市

上 下 水 道 部
彦 根 市

長 浜 市 下 水 道 事 業 部

２．市町の組織
（南部流域下水道事務所管内）
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（北部流域下水道事務所管内）


